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1――はじめに1 

日本では、2013年 4月に改正労働契約法が施行されることにより、今年の 4月から、契約社員やパ

ート・アルバイト、そして派遣社員のような有期契約労働者を対象に、「無期転換ルール」がスタート

する。無期転換ルールとは、「有期労働契約が５年を超えて反復更新された場合は、パートやアルバイ

トなど雇用期間が定められている有期契約労働者の申し込みにより、期間の定めのない労働契約（無

期労働契約）に転換できるルール」である 。改正労働契約法が施行されると、多くの労働者が無期雇

用に転換できる権利を手にすることになるものの、実際はどうなるのだろうか。 

そこで、日本の「無期転換ルール」と類似な「期間制および短時間労働者保護等に関する法律」を

すでに施行している韓国の事例を見てみたい。 

 

2――韓国では「雇いとめ」が社会問題化 

韓国では、IMF 経済危機以降、企業の雇用調整が加速化し、労働者に占める非正規労働者の割合が

急速に増加し始めた2。韓国政府は非正規労働者の実態を把握するために 2003年から実態調査を行い、

その結果労働者の 3割以上が非正規職として労働市場に参加していることがあきらかになった。特に、

彼らの多くは、不安定な雇用に付随する劣悪な労働条件に苦しんでいた。 

問題の深刻性を認識した韓国政府は非正規職の乱用を抑制するとともに、非正規職に対する不合理

な差別を是正することなどを目的に、2004 年ごろから関連法の制定を準備し始め、ついに 2007 年 7

月に「期間制および短時間労働者保護等に関する法律（以下「非正規職保護法」）を施行した。「非正

                                                
1 本稿は、金明中（2018）「曲がり角の韓国経済（29） 韓国から学ぶ無期転換ルール導入の課題－雇用保障のみならず処遇改

善が切実」東洋経済日報 2018年 3月 9日を加筆したものである。 

2 「韓国における非正規労働者の増加は、IMF 経済危機に端を発する。韓国政府は IMF から融資を受ける条件として、企業、

金融、公共部門、労働市場という 4 部門における構造改革を受け入れざるをえなかった。特に労働市場においては整理解雇

制の導入や勤労者派遣法の制定などの労働市場の柔軟化政策の導入が求められた。」金 明中（2015）「第 6 章「韓国におけ

る労働市場と公的年金制度―現状と今後のあり方」」西村 淳（編著）『雇用の変容と公的年金』東洋経済新報社から引用。 
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規職保護法」には、2 年を超える契約労働者は期限の定めの無い「無期労働契約」に転換し、直接雇

用することを経営側に義務付けることや賃金や労働条件などにおける不合理な差別を禁止すること、

そして差別を受けた非正規職員は、労働委員会に是正命令を求めることができることなどの内容が含

まれていた。 

韓国の「無期転換ルール」が日本と大きく異なる点は、①「無期転換」が適用される通算契約期間

（同一の使用者との間で締結された有期労働契約の契約期間を通算した期間）が日本は 5年であるこ

とに比べて韓国は 2年であること、②日本は条件を満たしている有期契約労働者の申し込みにより無

期労働契約に転換されることに対して、韓国は申し込み無しで無期労働契約に転換されることである。 

では、韓国において「非正規職保護法」が施行されてから状況はどのように変わっただろうか。ま

ず、雇用者に占める非正規労働者の割合の変化からみて見よう。2004年 8月に 37.0％であった非正規

労働者の割合は、非正規職保護法の施行直後である 2007 年 8 月には 35.8％まで減少した。しかしな

がら、2004年 8月以降非正規労働者の割合は減少傾向にあったので、非正規職保護法の施行が非正規

労働者の割合の減少に影響を与えたとは断言できない。だが、2007年 8月以降も非正規労働者の割合

は減少し続け2015年3月には31.9％で、本格的に調査を始めた2004年以降最も低い水準を記録した。

しかしながら、その後は再び増加し、2017年 8月には 32.9%で、2012年 8月の 33.2％以降 5年ぶりの

高い水準となった。 

非正規職保護法の施行前と後の非正規労働者の割合の変化を男女別に見ると、男性は 2006年 8月と

2017年 8月の間に 4.0ポイント非正規労働者の割合が減少していることに比べて、女性は 1.4ポイン

トしか減少しておらず、この期間の非正規労働者の割合は主に男性を中心として減少していることが

うかがえる。 

 

図表1韓国における非正規労働者の割合の動向 

 

出所）統計庁「経済活動人口調査」各年度より筆者作成 

 

 

32.6

37.0 36.6 35.5 35.9
33.8 34.9

33.3 34.2 33.2 32.5 32.2 32.0 32.8 32.9

27.6

32.2 31.5 30.3 31.4
28.8 28.1 26.9 27.7 27.0 26.4 26.4 26.4 26.3 26.3

39.6

43.7 43.6 42.6 42.0 40.7
44.0

41.7 42.9
41.4 40.6 39.9 40.2 41.1 41.2

-20

-10

0

10

20

30

40

50

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

%

増減率（男性） 増減率（女性） 男女計 男性 女性



 

 

3｜               ｜ニッセイ基礎研レター 2018-03-14｜Copyright ©2018 NLI Research Institute All rights reserved 

図表2韓国における年齢階層別の非正規労働者の割合の動向 

 

出所）統計庁「経済活動人口調査」各年度より筆者作成 

 

また、同期間における年齢階層別の非正規労働者の割合の変化を見ると、30～39歳が 9.1ポイント

減少し、減少幅が最も大きく、その次は 50～59 歳（8.2 ポイント減少）、40～49 歳（7.9 ポイント減

少）、60歳以上（1.7ポイント減少）の順であった。一方、15～19歳と 20～29歳の場合は同期間にそ

れぞれ 2.3ポイントと 1.9ポイントずつ、非正規労働者の割合が増加した。若年層における非正規労

働者の割合が増加したのは、最近の韓国での若者の就職難が影響を与えた可能性が高い。 

韓国における「非正規職保護法」の施行が、非正規労働者の割合の減少や無期労働契約の増加に多

少の良い影響を与えていると言えるものの、その効果は韓国政府が期待したほど大きくはなかった。

つまり、2 年を迎える時点で有期契約者の雇止めが発生し、彼らが担当していた仕事が外注化される

ケースが頻発した。その代表的な例が 2007年 6月に起きた「イーランド争議」である。韓国の量販店

「ホームエバー」を運営していたイーランド・リテール社は、「非正規職保護法」が施行される直前に

2年以上働いている有期契約労働者 1,100人のうち、521人の正規職転換を発表したものの、契約が満

了される 350人に対しては再契約をしないことを通知し、彼らが担当していたレジ部門などを外注化

することを決めた。会社の駆け込み的な雇い止めに反対してアジュンマ（おばさん）を中心とした組

合員たちは座り込みストライキに突入した。その後、ストライキは 510日も続けられ、ようやく 2008

年 11月 13日に終結を迎えることになった。「イーランド争議」は、流通大手のサムソンテスコ・ホー

ムプラスがホームエバー事業を買収してから組合員との交渉が進み、16ヶ月以上の非正規労働者の自

動的な無期雇用化、ストライキ途中に解雇された一部組合員の復職などの成果は得られたものの、「非

正規職保護法」の施行に対応するための企業の雇い止めが社会的な問題として浮上した。 

「イーランド争議」は、マスコミや国民から注目されたこともあり、最悪の結果には至らなかった

ものの、韓国社会には不当に雇用契約が打ち切られても、劣悪な労働条件が提供されても、非正規と

いうことだけで大きな差別を受けても何の抵抗もできない弱者がたくさん存在しており、この問題は
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「非正規職保護法」が施行されてから 10年が経った今でも解決されていない。 

また、「非正規職保護法」の施行により雇用期間が無期に転換されただけで、処遇水準が改善されて

いない、いわゆる名ばかり正規職も増加した。給料や福利厚生の面において正規職との格差が広がっ

ている者も少なくない。それは、韓国社会における格差の拡大につながっている。 

 

3―結びに代えて 

韓国の経験を参考にすると、日本でも「無期転換ルール」が適用される前に雇い止めが発生する可

能性は十分あると考えられる。但し、韓国が「無期転換ルール」の施行後間もなくリーマンショック

という経済危機を迎えたことに比べて、日本は現在、労働力不足が深刻な状況であるので、韓国ほど

雇い止めが深刻な問題にはならないだろう。しかしながら、日本においても無期雇用契約者の処遇改

善の問題はいっこうに解決の道筋が見えてこない状況である。日本の労働契約法第 20条では、有期契

約労働者と無期契約労働者との間の差別を禁止しているものの、無期契約労働者と正規労働者の間の

差別禁止については言及していない。つまり、2018年 4月から実施される「無期転換ルール」は雇用

の継続性は保障しているものの、無期契約労働者の処遇改善までは保障していないと言える。また、

無期転換ルールが適用されたからと言って非正規労働者が正規労働者になるケースも少ないだろう。 

雇い止めの深刻性が韓国ほどではないとしても、無期契約労働者の処遇改善に対する対策を怠って

は、正規職労働者と無期契約労働者の間に新しい格差が生まれる恐れがある。無期契約労働者の処遇

改善のための良策を慎重に考える必要があるだろう。 


